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面会制限の解除について 
 
 

 インフルエンザの流行に伴い実施していた入院患者さんへの面会制限ですが、都内での

流行状況が下降傾向にありますので、解除することと致します。 

しかしながら、入院患者さんへの感染を防ぐため、体調不良の方や 12歳以下のお子様

は面会を自粛していただき、また、面会される際はマスクを着用し、手指消毒を行うよう

ご配慮ください。 

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 


